
 

 

 

 

 

 

 

                  後発医薬品について 

                     ザ・タバコ 

                        Q＆Ａ 

     ジェネリック医薬品（後発医薬品）をもっと知りましょう！！ 

１．ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、 

   医療用医薬品には同じ成分でも、いくつかの製薬企業から販売されているものがあります。 

 一つの医薬品ができるまでには多くの時間と費用がかかり、一定期間はその医薬品を開発した

企業しか製造・販売できないことになっています。これを先発医薬品といいます。しかし、その期間

が過ぎると他の企業が同じ成分の医薬品を販売することができるようになります。これをジェネリッ

ク医薬品(後発医薬品)といいます。一般に先発医薬品の価格は高く、ジェネリック医薬品の価格

は安く厚生労働省で設定されています。これは先発医薬品の開発に多くの費用と時間を費やすの

に対して、ジェネリック医薬品ではそれが少なくて済むからです。 

 

２．新しく処方せんの様式が変更になります。 

   平成 20年 4月から処方せん様式が変更になります。新しい処方せん様式では処方せん通りの

医薬品でなければならないとき、処方医が変更不可の意思表示をしなくてはいけません。しかし、

変更不可の旨が示されていないときには、患者さんがジェネリック医薬品を選ぶことができます。 

 

３．ジェネリック医薬品を選択する際の注意 

  ①先発医薬品とジェネリック医薬品では成分こそ同じですが、製剤の特徴や添加物、剤形など異

なる場合があります。 

  ②出たばかりの新薬に対しては、ジェネリック医薬品はありません。 

  ③医薬品の価格が安くても、患者様の負担が変わらない事もあります。 

   （負担金には、技術料なども含まれるので、薬が減ったのに、負担金が増える事もあります。） 

  ④薬局に在庫がないとき、お薬を用意するのに時間がかかる事もあります。 

  ⑤病気や体質によっては、先発医薬品からジェネリック医薬品に変更できない場合もあります。 

 

あなたの「かかりつけ薬局」にご相談下さい。薬剤師が変更可能なジェネリック医薬品（後発医薬

品）の特徴や価格等について情報提供いたしますので、あなた自身で医薬品を選択してください。 

（社）浦安市薬剤師会発行            平成２０年５月発行 

  

 
 



 

 

Ｑ＆Ａ  

Ｑ：基準薬局ってなんですか？  

基準薬局とは日本薬剤師会が薬局機能を総合的に評価し、地域社会のニ

ーズに応える薬局を国民に示すため、平成 2 年に発足した制度です。薬剤師

会で制定する基準薬局は保険調剤だけでなく、セルフメディケーション、薬学

教育など薬局機能全般について、一定基準を担保することを目的としていま

す。基準薬局は右の看板を目安にしてください。 

Ｑ：基準調剤ってなんですか？ 

 調剤報酬では基準調剤加算が認められています。基準調剤加算とは、厚生労働大臣が定

める施設基準に当該薬局が適合している場合、地方社会保険事務局長に届け出ることで所

定点数 (基準調剤加算 1、基準調剤加算 2) を調剤基本料に加算するものです。上の基準薬

局と名称が似ていて紛らわしいのですが、全く別の制度になります。 

 

 

 

 

禁煙成功者に聞く禁煙お役立ちグッズ 

１． 冷水、氷 

２． 深呼吸とリラックス法 

３． 梅昆布、酢昆布、おしゃぶり昆布 

４． 清涼タブレット 

５． 運動、散歩 

６． 熱いお茶、飲み物 

７． 歯ブラシ 

８． 市販のノンカロリーガム 

９． 耳のツボや手のひらへの痛み刺激 

１０．市販のキャンディー・飴 

１１．煮干、するめなどの乾物 

１２．その他（シャワー、アロマテラピー、お香など） 

ご意見、ご質問、ご感想など、お気軽にお寄せ下さい。 

（社）浦安市薬剤師会  〒279-0004 浦安市猫実１－２－５ 健康センター内 

 Tel ０４７－３５５－６８１２（月～金：10～15 時） 

 Fax ０４７－３５５－６８１０ 

 メールアドレス yakuura@violin.ocn.ne.jp 

 

一言メッセージ 平成２０年４月１日から調剤報酬が改定され、 

一部負担金が変更になりました。ご了承下さい。 

 


